
リクエスト・予約用紙 （団体用）                                   

 

学校名                       申込者名                                

連絡先 （電話）                                                        

      （メール）                                                      

 

書   名 著 者 名 出 版 社 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

○その他の資料についてのリクエスト 

 

 

○   月   日（   ）に（使用・貸出）したいので    月   日（   ）までに準備をお願いします。 

○ 資料が貸出中の場合の予約の有無（要・不要） 

 

 

 

※資料数に限りがあるので、ご希望の冊数をご用意できない場合があります。ご了承ください。 



リクエスト・予約用紙 （団体用）       （記入例） 

                              

学校名                     学年      申込者名                         

連絡先 （電話）                                                        

      （メール）                                                      

 

書   名 著 者 名 出 版 社 備 考 

No.6  １～８ あさのあつこ 講談社  

ミヤマ物語 １，２ あさのあつこ   

かいけつゾロリのシリーズ（何でも可）   ５冊ほど 

    

    

    

    

    

    

    

○その他の資料についてのリクエスト 

低学年向けにいじめについての読み物を７冊ほど用意してほしい。 

宮沢賢治の本を３，４年生向けに５，６冊ほど。 

 

 

 

 

 

○   月   日（  ）に（使用・貸出）したいので    月   日（   ）までに準備をお願いします。 

○ 資料が貸出中の場合の予約の有無（要・不要） 

ミヤマ物語は予約を。 

 

 

※資料数に限りがあるので、ご希望の冊数をご用意できない場合があります。ご了承ください。 



図書館教育部会研修 

２０１３．１．２９ 

 

○図書館の利用について 

 １．団体利用者カードの登録   

    ○○○○クラスという担当の先生の氏名を名称としたの登録  

（例） 五島太郎クラス 

    クラスあるいは学校が変更した場合もカードの使用が可能。 

    ○○○○学校の名称も可能 

 ２．１団体 ３０冊まで  １カ月の貸出期間  

 ３．予約、リクエストも可能。授業で使用する場合は早めに申込を。資料の所在が本館では 

    ない場合、即日準備ができないことも。 

※図書館のホームページで資料検索も可能   

 本のタイトルに限らずキーワードでも検索が可能。 

 ４．時期的にリクエストが重複する場合、貸出冊数あるいは期限に制限を設ける場合も。 

 ５．配本サービス 

    移動図書館が巡回していない椛島、嵯峨ノ島、奈留の小・中学校には船便や宅配による 

図書の配送（図書館が送料負担） 

 ６．県内図書館との相互貸借の利用 

    当館に所蔵がない場合、長崎県立図書館など県内の図書館より借り受けることが可能。 

    長崎県立図書館からは週３回資料が送付されてくるので、２，３日で資料を借りることが 

    できる。ただし相手館の事情で貸出不可の場合もあり。  

    相互貸借は図書館間の貸出が約１ヶ月の貸出となっています。そこには送付日も含まれて

おり、実質３週間ほどの貸出期間となるので、図書館から連絡を受けたら速やかに貸出を

受けてください。そのためにも昼間確実に連絡を受けることが可能な連絡先をお知らせく

ださい（携帯、メールなど）。 

    資料の到着日の確約はできません。 

 

○移動図書館の巡回 

 １．新年度  新入生、転入生の登録   

 ２．日程の変更は他の学校との日程調整をしないといけないので、早めに。 

 ３．団体貸出の利用があった場合、貸出リストを当日あるいは翌日までに送付しています。 

   リストの送付がなかった場合は図書館までご連絡ください。 

 ４．督促リストの送付 

   巡回までに返却が確認されなかった図書のリストを送付しています。該当の児童・生徒への 

   確認をお願いします。   

   資料の遅延（３カ月目途）については利用禁止の場合も。 

 ５．中学生の利用促進 



   移動図書館の巡回が小学生が主なため小学生中心の蔵書構成に。昼休み、放課後が委員会 

   活動や部活で多忙なため、時間的な余裕がない。そのため、移動図書館の巡回に関しては 

   職員があらかじめ３０冊選んだ資料を団体貸出し、図書室に配架してもらうといった方法 

   をとっている学校もある。今後、先生や生徒にアンケート等の実施も検討している。 

   

○督促 

  とにかく返却を。 

  返却が遅くなるようであれば、図書館へ連絡、相談を。 

  学校の図書室、学級文庫に紛れ込んでいることもあるので、探してみる。 

   

○資料の破損、紛失 → 弁償  

  資料の紛失・破損届の提出 

  該当の資料と同じものを購入して弁償   ※ 現金による弁償は受付ていません 

  品切れ、絶版の場合は図書館が指定したものを購入して弁償 

 

○その他 

 １．職場体験の受入  希望される場合は、早めに。業務状況によってはお断りすることも。 

 ２．図書館見学  事前に連絡と依頼書の提出を。 

          説明等が必要な場合は事前にお知らせください。 

 ３．学校の図書の装備  学校名の入った蔵書印を → 図書館へ間違って返却されることも。 

  

   

 


